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マニュアルの別冊資料として、「県内外で先進的にため池監視システムを導入している地

区の取組事例」、及び「各メーカーの製品紹介とよくある質問（Q＆A）」をとりまとめた
『事例集』を作成しました。具体的な導入イメージや効果、各メーカー製品の特徴等、た
め池監視システムの導入検討の際に、参考としてご活用ください。 

      『＜別冊︓事例集＞の紹介』 
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1-1 ため池監視システム導入の背景 

兵庫県には万が一決壊すると下流において人的被害等が発生するおそれがあるため池（防

災重点農業用ため池）が約 6,000 箇所存在しています。そのような中、農業者の減少や高

齢化に伴い、ため池の管理監視体制が脆弱化しています。また、豪雨時や地震直後にため池

の点検が必要となりますが、近づくと危険な場合もあります。さらに、ため池がすぐに見に

行けない遠方にあったり、一つの団体が多くのため池を管理していることもありスピーディ

ーに現地の状況を把握できない場合もあります。そのため、リアルタイムに水位変化や洪水

吐の越流状況を把握でき、それらの情報を行政とも共有できる仕組みの整備が課題となって

います。 

ため池の豪雨時の状況（水位の異

常上昇）や地震等による決壊のおそ

れを市町が的確に把握し、緊急時に

おける下流住民の迅速な避難を図る

ためには、ため池の水位や洪水吐の

現地画像を自宅等から観測・監視す

るとともに、水位の異常上昇時に自

動で警報が通知されるシステム（以

下、「ため池監視システム」）を設置

することが有効です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1-1 今後のため池対策の進め方 
資料︓平成 30 年７月豪雨等を踏まえた今後の 
    ため池対策の進め方（農林水産省） 

 
      『ため池決壊リスクの高まり』 

 

近年、台風や梅雨前線による集中豪雨が頻発する傾向にあり、水位の異常上昇による
ため池決壊リスクは高まっています。さらに今後、南海トラフ地震の発生が懸念されて
おり、大規模地震に備えた対策の実施が急務となっています。 

資料︓ため池の被災状況（農林水産省 令和 3 年 7 月調べ） 
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1-2 ため池監視システムの概要 

（1）ため池監視システムの構成 

ため池監視システムとは、ため池に設置した水位計の計測データや監視カメラの画像等を

外部サーバに伝送し、パソコンやスマートフォン等からその水位・現場情報を確認可能とす

るとともに、危険水位等、事前に設定した水位に到達した場合には管理者等に警報メール通

知等を発する一連のシステムのことです。 

このシステムは、「観測局（計測装置、制御装置、通信装置、電源装置）」と「監視局（外

部サーバ）」からなり、その構成イメージは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーラーパネル 

制御・通信装置の 
格納ボックス 水位計（圧力式の場合） 

監視カメラ 

図 1-2 ため池監視システムの構成イメージ 

PC・スマホ 管理者 

(観測局) 
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（2）ため池監視システムの導入メリット 

ため池監視システムの導入前の課題に対する導入後のメリットは、次のようなことが挙げら

れます。 
 

Before  After 

《 ① 日常点検 》 
  管理するため池が遠方にある

場合や複数ある場合の状況把
握が困難 

▶  
自宅等からの容易な状況把握 

《 ② 緊急点検 》 
  非常時（豪雨時や地震直後）に

身の安全を確保した上での緊
急点検が困難 

▶  
自宅等からの安全な状況把握 

《 ③ 防災意識 》 
  地域住民・ため池管理者の防災

意識の低下 
▶  

情報把握による防災意識の向上 

《 ④ 避難行動 》 
  非常時において避難行動を起

こすための情報取得が困難 
▶ 

 
水位や現地画像の常時取得や危険水位の
プッシュ通知等避難行動判断情報の取得 

《 ⑤ 治水対策 》 
  治水対策（低水位管理・事前放

流）の取組が困難 
▶  

治水対策に必要な水位情報の常時取得 

  

資料︓農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）リーフレット（農林水産省） 
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（3）ため池監視システムの導入コスト 

導入する観測装置の種類や製品、導入箇所数、無線基地局の設置有無等によって事業費は

異なりますが、令和元年〜令和 4 年に導入された県内外の事例を参考にすると、初期導入費

及び維持管理費は概ね以下のとおりです。 

（詳細は、「別冊︓事例集」を参照。） 

初期導入費 ︓ 概ね 420 千円/箇所 〜 2,000 千円/箇所 

維持管理費 ︓ 概ね 12 千円/年 〜 150 千円/年（通信費、クラウド利用料※） 

※その他、保守点検費用が必要となります。 
 

 

（4）ため池監視システム導入に活用可能な補助事業 

令和 4 年 4 月時点で活用可能な主な補助事業は、以下のとおりです。 

（詳細は、「第 5 章 参考資料」を参照。） 
 

 

 事業 対象・支援内容 補助率 実施要件 

機
器
設
置 

農村地域防災減災事業    

・ため池緊急防災環境

整備事業 

・防災重点農業用ため池において、

災害の発生を未然に防止するため

に実施するもの 

定額 

(10/10) 

・受益面積 2ha 以上 等 

・防災重点農業用ため

池緊急整備事業 

・ため池洪水調節機能

強化事業 

・洪水調節機能の付与や洪水調節容

量を活用するために実施するもの 

農業水路等長寿命化・

防災減災事業 

・危機管理対策として実施するもの 定額 

(10/10) 

・総事業費 200 万円以上 

等 

管
理
運
営 

水利施設管理強化事業 ・流域治水対策として実施するもの 

・通信費、サーバー費用 

50％ ・流域治水プロジェクト

等に位置づけられてい

ること 

多面的機能支払交付金 ・共同活動に位置づけられたもの※ 

・通信費、サーバー費用 

定額  

中山間地域等直接支払

交付金 

・共同活動に位置づけられたもの※ 

・通信費、サーバー費用 

定額 ・集落等で協定を締結し

共同取組活動に位置づ

けること 

 

表 1-1 ため池監視システムの導入・運用に活用可能な主な補助事業 

資料︓ため池の防災・減災対策に活用可能な補助事業（農林水産省） 
※「多面的機能の増進を図る活動」における「防災・減災力の強化」の活動項目を活動計画に位置づけることが必要。 
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1-3 マニュアルの位置付け 

（1）目的 

本マニュアルは、ため池の水位等の観測や異常水位時に自律的に警報発信を行うシステム

に関する管理運用上の留意点や事業のフロー、設置上の留意点、通報水位設定の考え方、観

測データの防災上の活用方法等の考え方を参考として示します。 

これによって、市町によるため池の監視システムの設置を促し、地域住民の安全安心の増

進に寄与することを目的とします。 

 

（2）対象者 

本マニュアルは、兵庫県内の市町が主体となって、ため池監視システムを整備する際の参

考として活用されることを想定しています。 

 

（3）基本的な考え方 

ため池監視システムは、当該市町の地域防災計画の位置付けの中で、その防災効果が十分

に発揮されることが望まれます。ため池監視システムの導入後に継続的に防災効果を発揮す

るため、以下の点に留意する必要があります。 

①地域のニーズを踏まえた整備 

ため池毎に、非常時の水位確認に係る労力や人手不足の状況、決壊時の影響度、通信環

境や日照条件等が異なります。このため、ため池に応じた監視システム導入の要否、整備

内容の検討を行うことが重要です。 

 

②取得データの活用方法の十分な検討 

ため池監視システムから得られたデータをどのように下流住民の安全確保につなげるか

が重要です。地域防災計画等を踏まえ、危険水位に達した後の連絡体制の構築や、データ

の活用方法の検討を十分に行う必要があります。 

 

③持続的に運用していくための体制整備 

ため池監視システムの導入後は定期的なメンテナンスや故障時の対応が必要となりま

す。これらに係る資金の調達計画や管理・運用体制の整備を行うことが重要です。 
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1-4 ため池監視システム導入のフロー 

ため池監視システム導入の標準的なフローを以下に示します。各地域の状況に応じて検討

を進めていくことが必要ですが、各段階として、①調査、②計画・設計、③工事・管理の 3

段階に分けられます。 

次章より、各段階における基本的な考え方、ポイント等について説明します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 計画・設計のプロセスは、場合によって業務委託を行うことも考えられます。 
 

  

調 

査 

計
画
・
設
計 
※ 

工
事
・
管
理 

設置ため池の選定 

地元ニーズの把握と合意形成 

資料収集・現地踏査 

導入する計測装置の検討 

観測情報の防災活用方法の検討 

整備計画・維持管理計画の策定 

ため池監視システムの整備 

利用開始、運用・管理 

参照ページ︓ 
「第２章 調査に 

おける留意点」 

参照ページ︓ 
「第 3 章 計画・設計に 

おける留意点」 

参照ページ︓ 
「第 4 章 工事・管理に 

おける留意点」 
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2-1 設置ため池の選定 

ため池監視システムは、豪雨等によりため池が決壊した場合の被害軽減、下流住民の迅速

な避難に寄与するものであることを踏まえ、決壊すると人命等に被害のおそれがある「防災

重点農業用ため池」のうち、特に必要な箇所に設置することが考えられます。 

ため池の位置や規模、決壊時の人的被害リスク、漏水状況・改修状況などを総合的に判断

して、設置の必要性について検討します。 

例として、以下のようなため池への設置が考えられます。 

 

【ため池監視システムの設置が考えられる防災重点農業用ため池の例】 

➤ 貯水量 10 万 m3 以上の規模または堤高が 10m 以上、下流の浸水区域内に住宅、公共

施設が多く存在し、被害が大きくなると思われるため池 

➤ 堤体直下から 500m 未満に学校、避難所、緊急輸送道路等が位置し、決壊時に施設に

影響を及ぼすため池 

➤ 山間部に位置する等で現場までの移動時間がかかるため池や、豪雨時における現地確

認作業の安全性を確保できないため池 

➤ ため池管理者の高齢化や人手不足により豪雨時の現場確認が困難であり、水位確認が

できた方が良いと考えられるため池 

➤ 漏水や老朽化が進んでいる危険性の高いと思われるため池、改修までの暫定的な防災

対策を施す必要があるため池 
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2-2 地元ニーズの把握と合意形成 

2-1 で選定したため池へのため池監視システムの導入検討にあたり、地元の課題やニーズ

の把握を行います。 

また地元の合意形成を図り、システムの管理・運用に向けた推進体制の整備を行います。 

 

 

①地元の課題・ニーズの把握 

・ため池の日常管理を行う土地改良区や水利組合、自治会、集落、個人等に聞き取りを行

い、課題やニーズを把握し、整備計画の策定に反映させることが重要です。 

・把握する情報は、水位確認に係る労力や人手不足の状況等の管理に係る課題、システム

の活用方法や期待する効果等のニーズが考えられます。 

②地元の合意形成 

・ため池監視システムの管理・運用体制についても協議しておくことが重要です。 

管理・運用体制のイメージを関係者で共有しておくことで、実効性のある整備計画の策

定や運用につながります。 

・土地改良区や水利組合、自治会、集落、個人等が所有するため池への導入を検討する際

は特に、ため池監視システムの管理者・契約者との合意形成を図っておくことが重要で

す。 

・契約の名義人でないと導入後のトラブル対応が困難であったなどの事例もあり、トラブ

ルが生じた際の主な対応者を契約者とすることが望ましいです。 

・地元が管理者でため池監視システムの日常管理やトラブル対応※1 については地元で対応

を行い、市町が費用を負担することも考えられます。 
※1 必要となる日常管理や突発事故の例は「3-5 維持管理計画の策定」参照 

 

 
 

 

 

  

ポイント 

 
      『ニーズ把握・合意形成の進め方』 

ニーズ把握・合意形成の手法としては、アンケート調査やワークショップ（地元説明会）等
の実施が考えられます。 

ため池監視システム導入地区において、システムの概要説明資料を自治体で作成し、地元自
治会長やため池管理者を訪問し、設置への理解と区民への周知を依頼された事例があります。
区民への周知は、回覧板の活用等が考えられます。 
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3-1 資料収集・現地踏査 

（1）資料収集 

計画・設計に必要となる基礎的な資料を収集します。 

 

項 目 資料名等 備 考 
(1)  設置ため池に関する 

基本的な項目 
・ため池データベース 
・ため池基本情報・点検表 
・地形図、平面図・断面図 
・洪水吐構造図 等 

ため池の位置、管理者・
所有者、施設諸元等に関
する情報を収集する。 

(2)  自治体等で策定され
ている各種計画等に
関する項目 

・地域防災計画 
・ため池ハザードマップ 
・ため池保全計画書 
・ため池形状変更行為許可基準 等 

緊急時の対応や連絡体
制等、観測情報の防災活
用方法の検討等に資す
る情報を収集する。 

(3)  用途の検討に必要な
項目 

・地元ニーズの聞き取り結果 等 導入する計測装置の検
討等に資する情報を収
集する。 

(4)  通信に関する項目 ・通信可能エリア 
（4G/LTE、LPWA※） 

企業により web 上で資
料公開している場合が
ある。 
（通信エリア NTT ドコモ） 
https://www.docomo. 
ne.jp/area/ 

(5)  製品に関する項目 ・ため池監視システムに関する各メ
ーカーパンフレット 等 

本マニュアル 
＜別冊＞に一部掲載。 

 

 
 

 

 

  

表 3-1 資料収集の主な項目 

 
      『※LPWA とは』 

 LPWA（Low Power Wide Area）は、低消費電力で長距離のデータ通信を可能とする無線
通信技術です。LPWA の特徴は、伝送速度は低速なものの、LTE 並みの広域・遠距離通信を低
消費電力・低コストで実現できることにあります。 
 

水位センサー等の通信データ量が 
少なく、一定の間隔で送受信を行う 
場合や、郊外や山中など人のアクセ 
スが難しい場所に配置した IoT デバ 
イス バッテリー・電池交換などの 
メンテナンス期間の間隔を広げ、運 
用コストを下げることができます。 

資料︓平成 29 年版情報通信白書（総務省） 

各通信方式の位置付け 
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（2）現地踏査 

資料収集の結果を基に現地踏査を行い、既存通信サービスの通信状態、周辺の状況（遮蔽

物、電源、施設設置のための用地の有無等）の細かな条件を確認します。 

 

 

①通信環境の確認 

・データの伝送路はＬＰＷＡもしくは一般携帯電話回線を利用することが一般的です。通

信事業者のエリアマップ図が Web 上で公開されている場合はそれらを参考に、現地で

通信状況の確認を行います。 

・また、ため池の構造や現場条件により監視局を設置する箇所が限定される場合があるた

め、設置に適した場所にて安定した通信が確保できるかの確認が必要となります。 

・無線通信は、周波数帯によって障害物による電波の遮蔽などの影響を受けることがありま

す。可能であれば草木が生い茂っている時期に現地で測定し、確認することが望まれます。 

②電源確保方法の確認 

・電源の確保方法には、太陽電池、化学電池、AC 電源による場合の 3 通りがあります。

現地踏査により、採用可能な電源を確認します。 

・太陽電池を採用する場合は、十分な日照時間、日照量が得られる場所への設置が必要で

す。パネルの一部が陰ってしまうと抵抗により発電効率が悪くなるため、パネル全体が

長時間にわたって日照が確保できる設置箇所があるかを確認します。 

・化学電池は塩害地域での設置は不可となります。過度の過熱や結露を防ぐため、直射日

光が極力当たらず、風通しのよいところへの設置が望ましいです。また本基礎や簡易基

礎の設置が必要となるため、それらを踏まえた設置個所が確保できるかを確認します。 

・AC 電源については、延長ケーブルで対応可能か、配線工事が必要かどうか等を確認し

ます。 

③用地の有無の確認 

・観測局（計測装置、制御装置、通信装置、電源装置）の設置のための用地が確保できる

場所を現地で確認します。 
  

ポイント 



ため池監視システム導入マニュアル 

17 
 

3-2 導入する計測装置の検討 

地元のニーズや現地条件、想定する活用方法、導入・維持管理費用等を踏まえて、導入す

る計測装置を検討します。 

（１）用途に応じた計測装置の選択 

計測装置は水位計を基本とし、カメラ、雨量計等は付加的に導入することが一般的です。 

それぞれの計測装置の用途・留意点は以下のとおりです。 

 

 ①水位計 ②カメラ ③雨量計 

用途 

・ため池監視システムの基

本的な計測装置。 

・ため池水位を遠隔で、リ

アルタイムに確認する。 

・採用する水位計の方式に

より、防災減災（観測・

警報）の他、利水（営農

利用）や治水（事前放流

管理）等の目的にも活用

可能である。 

・堤体や洪水吐部の状態を

視覚的に確認する。 

・特に、洪水吐部に流木が

ひっかかっていないか等

の確認ができる。 

・通信費・消費電力が大き

くなるが、カメラの性能

によってはため池全体を

見渡せるものもある。 

・主に水位予測に活用

する場合や、水位と

併せてピンポイント

の降雨量を確認する

必要がある場合は、

雨量データを取得す

るため雨量計設置の

検討を行います。 

留意点 

・ため池の現地条件等によ

り、設置可能な水位計の

方式が限定される場合が

ある（3-2（2）参照）。 

・通信方式が LPWA に限ら

れる場合は、大容量デー

タ（画像・動画）の伝送

が行えない場合がある

（3-2（3）参照）。 

― 

 

 

 

・ため池監視システムの導入目的、用途に応じて最適な計測装置の組み合わせを選択しま

す。 

・水位の計測は水位計を基本としますが、費用の制約等から水位計の設置が難しい場合、

簡易的に水位を確認する方法としてカメラと量水標の組み合わせも考えられます。 

表 3-2 主な計測装置の種類とその用途・留意点 

ポイント 



ため池監視システム導入マニュアル 

18 
 

（2）水位計測方式の種類 

ため池監視システムで採用されている水位計測方式は主に、圧力式、衛星測位方式、超音

波式、電波式の 4 つです。それぞれの方式の特徴は以下のとおりです。 

 

 ①圧力式 ②衛星測位方式 ③超音波式 ④電波式 

計測装置の 

構成例 

   

主な 

設置場所・

留意点等 

・水位計は堤体法

面に、その他観

測装置は堤体天

端 

・設置を行う堤が

土堤の場合はコ

ア土の配置への

配慮が必要。 

・ため池の水面

（重りを沈め

る、もしくはロ

ープ係留） 

・衛星測位データ

を取得するた

め、上空が開け

ていることが必

要。 

・洪水吐天端等 

（水面に対して垂直に設置） 

・風圧に耐え得るアームの長さに

制限があり、水面を捉えられる

設置個所が限定される。 

導入実績、

費用等 

・高精度であり、

ため池での導入

実績が最も多

い。 

－ 

・同じ非接触式

の電波式と比

較して金額が

安い。 

－ 

主な特徴 

(測定条件、

設置条件 

等) 

・測定範囲が広

い。 

・設置は水位の低

い非かんがい期

に行うことが望

ましい。 

・ため池水面に設

置するため、太

陽電池の発電に

十分な照度が取

り易い。 

・設置、撤去が容

易。 

・湿度の影響を

受けにくい。 

・設置、点検、

撤去が容易。 

・気象条件、設

置環境の影響

を受けにく

い。 

・設置、点検、

撤去が容易。 

表 3-3 各水位計測方式の主な特徴・留意点 
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 ①圧力式 ②衛星測位方式 ③超音波式 ④電波式 

計測方法 ・圧力センサーを

水中に投入し、

水深の変化に伴

う液圧を検出し

た後、余分に感

知した設置個所

上空の大気圧を

差し引いて、水

位に換算する。 

・水上に浮かべた

フロートに測定

端末を設置し、

高精度衛星測位

にて測定した標

高の変化から水

位変化量を検知

する。 

・センサーから

発信した超音

波パルスが水

面から反射し

てセンサーに

戻るまでの時

間を計測し、

水位に換算す

る。 

・センサーから

発信したマイ

クロ波パルス

が水面から反

射してセンサ

ーに戻るまで

の時間を計測

し、水位に換

算する。 

測定精度に 

影響を及ぼ

す要因 

・タニシや葉が計

測部分に付着す

る等汚泥・懸濁

の多い所では対

策が必要。 

・衛星の配置状態

により、測定精

度が落ちる場合

がある。 

・水面浮遊物等

の影響を受け

易い。 

・センサーから

5m 以下の水

位検知が困難

(利水目的で

活用困難)。 

・水面浮遊物等

の影響を受け

易い。 

メンテナン

スの容易さ 

・メンテナンスは

容易。 

・水位の高い時で

も水位計の引き

上げが可能とな

るよう、事前の

対策が必要。 

・引き上げ等のメ

ンテナンスが容

易。 

・水面に対し非接触なので外観確

認やメンテナンスが容易。 

 

 

・各水位計測方式の特徴を充分に把握した上で、現場条件や用途、費用等を勘案して、導

入する方式を選択する必要があります。 

・各方式ともカメラ・雨量計等は付属もしくはオプションとして対応可能な場合が多いで

すが、製品により対応状況が異なるため、詳細はメーカーに問い合わせて確認する必要

があります。 

ポイント 
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（3）カメラの機能 

カメラを導入する場合、メーカー、機器によって対応している機能が異なるため、活用し

たい用途、通信状況等に応じて、必要とする機能を検討します。ため池監視システムで採用

されているカメラの画質と主な機能は以下のとおりです。 
 

 

 ①VGA ②HD ③フル HD(FHD) 

画質 

・640×480 ピクセルの

画面解像度 

・約 30 万画素 

・1280×720 ピクセル

の画面解像度 

・約 100 万画素 

・1920×1080 ピクセル

の画面解像度 

・約 200 万画素 

通信量   少           多 

 

 

 

ズーム機能 
閲覧画面上でカメラの倍率を遠隔操作する機能 

（画質が良ければ、閲覧画面自体の拡大縮小で代替可能） 

首振り機能 
閲覧画面上でカメラの方向を遠隔操作する機能 

（広角レンズ採用メーカーであれば、ある程度の範囲は代替可能） 

動画・静止画 「静止画」「静止画の連続送信による動画」「動画」から選択 

夜間撮影(赤外線) 赤外線搭載カメラは、夜間の撮影が可能 

 

 

・活用したい用途や採用する通信方式等を考慮して、必要とするカメラの機能を選択する

必要があります。 

・基本的には、カメラの画質が良ければ、通信量が多くなります。そのため、通信速度が

低速である LPWA 方式の通信規格を採用する場合は、選択可能なカメラ画質や画像の

更新頻度等が制限される場合があります。 

・機器によって対応している機能が異なるため、詳細はメーカーに問い合わせて確認する

必要があります。 

表 3-4 カメラの画質と通信量の関係 

ポイント 

表 3-5 カメラの主な機能（オプション） 
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（4）通信方式の種類 

現地踏査で確認した通信状況や活用したい用途、維持管理費等を勘案し、採用する通信方

式を検討します。ため池監視システムで採用されている通信方式である 4G・LTE と LPWA

の概要は以下のとおりです。 
 

 

 ①4G・LTE ②LPWA 

技術概要 

・第 4 世代移動通信システムを指

し、2020 年時点の国内における携

帯電話の主流通信規格 

・また、主に条件不利地域の通信環

境改善を目的に導入された広域帯

移動無線アクセス（BWA）システ

ムもあります 

・Low Power Wide Area の頭文字

を取った略語で、少ない電力で、

長距離かつ広範囲の通信を可能と

する技術 

メリット 
・通信速度が高速 

・通信距離が遠い（2〜3km） 

・消費電力が小さく、低コスト 

・通信距離が遠い（10km 以上） 

留意点等 ・消費電力が高く、コストが高い 

・通信速度が低速 

・画像伝送が可能かどうか、各メー

カーに確認が必要 

・機器により接続可能な通信方式

（ELTRES、LoRaWAN 等※）が限

定されるため、現場確認が必要 

※詳細は参考資料参照 

 

 

・用途（水位データ中心、水位と画像等）や費用面を考慮して、それに対応した通信規格

を選択する必要があります。また機器によって対応している通信規格・方式が異なるた

め、詳細はメーカーに問い合わせて確認する必要があります。 

・通信事業者の通信圏外であっても、利用者が運用する LPWA の通信方式を採用する製

品では、プライベートネットワークの構築が可能です。また通信事業者が運用する通信

方式を採用する製品であっても、LPWA の中継基地局の設置が可能な場合があります。 

表 3-6 主な無線通信の特徴 

ポイント 
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3-3 観測情報の防災活用方法の検討 

（1）観測情報の公開範囲の検討 

ため池監視システムのクラウドサービスでは、ため池監視システムが設置されたため池の

位置やグラフ表示された水位等が閲覧可能です。 

多くのシステムでは、URL を知っている人であれば誰でもアクセスできるようにすること

や、ID、パスワードを持っている人のみ（行政機関やため池管理者等）がアクセスできるよ

うに設定すること等が可能です。 

 

 

・観測情報を公開し、地域住民の誰もがアクセスできるようにすることで、避難行動の迅

速化や地域住民の防災意識の向上につながることが期待されます。 

・一方で、危険時の避難行動マニュアルが明確になっていない場合は、運用上、公開を制

限することも考えられます。 

・観測情報の公開範囲を誰でも見られるようにするか、制限するかについては、システム

導入の際に各自治体で慎重に検討した上で、クラウドサービスの仕様に反映することが

必要です。 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
      『長野県における水位情報公開の事例』 

 長野県では、県内の防災重点農業用ため池 149 箇所に、ため池監視システムを導入してい
ます。水位データはインターネット上で誰でも閲覧できるようになっています。 
 

資料︓長野県ため池監視システムの概要 

ポイント 
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（2）ため池の危険水位等の設定 

ため池監視システムでは、事前に設定した水位に達した際に、通知を発出する設定を行

います。ため池の改修状況や構造に応じて、以下のような危険水位等を設定し、観測情報

の防災活用方法を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・降雨に対する水位変動の時間が短いため池であると想定される場合は、避難完了までの

リードタイムを大きく取れるよう、警戒水位の下方に注意水位を設定し、注意水位にて

システムからメールが届くようにすることが望ましいです。 

・特に未改修ため池においては、ため池監視システムの設置後も、降雨時のため池水位の

変動状況を確認しながら適宜、設定水位の見直しを行うことが望ましいです。 
 

 

閾値 システム上での通知設定を行う水位の例 相当する 
警戒レベル※ 

危険水位 堤頂－0.5m 
（堤体や洪水吐の改修状況より、HWL で設定してもよい） 

警戒レベル 4 
（全員避難） 

警戒水位 危険水位と満水位の間で設定 
（例︓危険水位と満水位の 2/3 の高さ） 

警戒レベル 3 
（高齢者等は 
避難開始） 

注意水位 危険水位と満水位の間で、警戒水位より下方で設定 
（例︓危険水位と満水位の 1/3 の高さ） 

警戒レベル 2 
（避難行動 
の確認） 

▽限界水位（堤頂） 

▽ＨＷＬ 

▽警戒水位 

▽ＦＷＬ（満水位） 

堤体天端 

▽危険水位 

洪水吐（コンクリート構造） 

▽注意水位 

ポイント 

表 3-7 危険水位等の設定例（イメージ） 

※気象庁資料より 
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（3）防災情報の通知設定と通知発出後の連絡体制・避難行動までの仕組みづくり 

事前に設定した危険水位等に達したときに発出される通知は、あらかじめシステムに登録

したメールアドレスや SNS にその情報が届きます。通知が届いた際の連絡体制・避難行動

までを事前に十分検討し、体制構築を行う必要があります。 

 

・システムからメール等の通知を受けた後に、どの通知を受けた段階で、誰が、どのよう

に行動するかを定めておくことが重要です。 

①水位通知から避難行動までの連絡体制 

・注意水位、警戒水位、危険水位等の段階毎の設定水位に達した場合に地域住民への連絡

系統を整理し、メール等の通知を受け取る者を検討します。 

・非常時の回線速度を保つため、また消費電力を抑えるため、システムによっては通知者

数を制限している場合があるため各メーカーに問い合わせて確認する必要があります。 

②緊急放流等を行う場合の連絡・機動体制 

・危険水位以上に水位が上昇して、緊急放流などの応急対応が必要となった場合の下流住

民への連絡状況の確認者、緊急放流を指示する者や実際に水位を操作する者等を明確に

しておくことが重要です。 

・実際に緊急放流を行う際には、水位急降下による堤体法面のすべりや下流水路が溢れる

おそれがあるため、放流量に注意が必要です。（「ため池管理マニュアル（農林水産省 令

和 2 年 6 月）」及び「ため池管理マニュアル（兵庫県ため池保全協議会 令和 4 年度）」

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ポイント 

資料︓首相官邸 HP（気象庁作成資料） 
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      『明石市における避難指示までの連絡体制構築の事例』 

 明石市では、釜谷池へのため池監視システムの導入に併せて、「市のため池担当課職員」と
「ため池管理者である水利組合」をメール通知者として設定するとともに、「市の防災担当
課」からの避難指示発出までの連絡体制を構築した運用を行っています。 
 
 ため池監視システム 

市のため池担当課 
（７名） 

地元の水利組合 
（３名） 

連絡・調整 

市の防災担当課 

避難指示 

      『三重県玉城町における住民参加を促した事例』 

 三重県玉城町では、令和４年度に導入したため池 10 箇所のシステムにおいて、設定水位到
達時の通知先を LINE グループとしています。LINE グループへの参加は、自治会回覧板等で
案内を行うことで住民に促しており、誰でも QR コードより登録することができます（導入初
年度で約 50 名程度が参加しています）。 
 ため池導入前の実証において、台風の豪雨時にアプリへのアクセス数が集中して増えるな
ど、住民の防災意識の向上も伺えます。 

資料︓株式会社アイエスイー 
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（4）今後のシステム連携に向けた方向性 

システム導入により得られた観測情報を活用して、より精度の高いため池決壊予測を行う

等の開発が現在進められています。個別のため池水位のみではなく、他機関（道路、河川部

局、気象庁等）との連携（情報活用）が進んでいくものと考えられます。ため池監視システ

ムに関しても、API（プログラム同士をつなぐインターフェース）連携による高度な情報処

理・分析技術の進展が予想されることから、こうした技術情報についても目を向けておくこ

とが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
      『農研機構︓ため池防災支援システムの概要』 

 農研機構では、地震・豪雨時に、ため池の決壊危険度をリアルタイムに予測し、予測情報を
インターネットやメールを通じて防災関係者に配信するとともに、被災したため池の状況を全
国の防災関係者に情報共有する災害情報システムを開発しています。 
 ため池監視システムとこのため池防災支援システムが接続することにより、水位観測データ
と貯水位予測情報を各行政機関で閲覧・共有することができます。 
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3-4 整備計画の策定 

導入するため池監視システムについて、最低限必要となる仕様を満たすとともに、ニー

ズ・用途や現場条件に応じて求められる仕様を定めた整備計画を策定します。 

※機器仕様書の作成例は「第 5 章 参考資料」を参照。 

（1）観測局の仕様決定における留意点 

観測局を構成している「計測装置」、「制御装置・通信装置」及び「電源装置」の仕様決定

を行うための主な検討ポイントは以下のとおりです。 

1) 計測装置（水位計・カメラ・雨量計） 

計測装置の仕様は観測値の用途に応じて決定します。 

 

①水位計の最小読取単位 

・これまでの実績より、通常の水位観測では最小読取単位を 3cm 以下とすることを標準

とします。 

・ただし水位予測に観測値を用いる等で高い精度が要求される場合や、ため池条件（貯

留量が小さい、未改修の洪水吐で水位上昇スピードが速い等）を考慮する必要がある

場合には、最小読取単位を 3cm より小さくする必要があります。 

②カメラの画質・機能 

・これまでの実績より、カメラでの現地状況の確認では VGA 画質以上を標準とします。 

・ただし通信方式が LPWA の場合には、選択可能な画質が限定されることがあるためメ

ーカーへの確認を行う必要があります。 

・また夜間も現地状況が確認できるよう、赤外線機能あり及び撮影可能距離 10m 以上と

することが望ましいです。 

③雨量計の種類 

・気象庁検定付の転倒ます型雨量計が一般的です。 

 

 

 

 

ポイント 
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2) 制御装置・通信装置 

制御装置・通信装置の仕様は、目的に応じた計測装置の制御・通信が可能であるか、機

器やシステムが正常に動作可能な環境であるかの観点から決定します。 

 

 

①計測装置の制御 

・電力消費を考慮し平常時（設定水位以下の時）は 1 時間間隔以内で水位監視を行い、

増水時（設定水位に達した時）はこれまでの実績から 10 分間隔以内で水位監視を行

えることを標準とします。 

・ただし、水位監視の時間間隔は、現場条件（水位上昇のスピードが早いため池等）に

応じた変更が容易に行える機能を有している必要があります。 

・また、水位計測は瞬間値計測のみでは外れ値が検出される場合があるため、外れ値を

除去する統計処理（平均値の採用等）が行われるものが望ましいです。 

②機器の動作確認、故障防止 

・死活監視※として、機器やシステムが正常に動作しているか確認するため、水位計測

値を 1 日 1 回、監視局へ伝送することを標準とします。 
  ※死活監視とは、通信回線を通じて対象に一定間隔で反応を確かめることで、機器やシス 

テム、ソフトウェア等の対象が動作しているかどうか外部から定期的・継続的に監視を 
行うことです。 

・また電源装置のバッテリー電圧値等を出力できる等、機器の故障監視を行える機能を 

有していることが望ましいです。 

 ・時刻は、電波時計や GPS 等で定期的に補正されるものが望ましいです。 

 ・耐雷性を有するものが望ましいです。 

  ・制御装置・通信装置を収納するボックスは、屋外の環境から内部機器を保護するた 

め、防塵性能及び防水性能（IP55 以上※）を有する必要があります。 

※IP〇□の〇は防塵性を 7 段階で示し、□は防水性を 9 段階で示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

資料︓ソフトバンク 

IP コード表 

ポイント 
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3) 電源装置 

電源装置は気温や降雨等の各負荷に対し、観測装置・制御装置・通信装置へ安定した電

力を供給できるよう、電源容量の確保が必要です。 

 

・電源装置は５日間の無日照の後でも観測が可能なもので、５年間継続して観測が可能な

電源容量を確保することが望ましいです。 

 

 

 

 

 

 

 
      『水位の観測方法』 

 ため池監視システムは、豪雨等によるため池増水時の水位状況を確実に把握できることが重
要です。そのため平常時の使用電力を抑え、豪雨時のデータ送信のための電力を確保できるよ
うに、平常時と増水時で計測モードが自律的に切り替わる機能を備えることが重要です。 
 
 

ポイント 
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（2）監視局の仕様決定における留意点 

監視局（外部サーバ）の仕様決定を行うための主な検討ポイントは以下のとおりです。 

1) クラウドサービスの選定 

基本的にはため池監視システムを扱うメーカーが契約もしくは所有する外部クラウドサ

ーバ内に構築される監視局は、バックアップやセキュリティの担保、拡張性に留意するこ

とが必要です。 

 

・クラウドサービスはバックアップを構築し、広域災害時でも事業継続が可能であること

が重要です。 

・近年の外部からの不正アクセス増加を考慮すると、CS（クラウドセキュリティ）ゴー

ルドマーク※を取得済みであること等、セキュリティ対策が実施されていること確認す

ることが重要です 
※CS ゴールドマークは、日本で初めて外部監査に基づくクラウドサ  

ービス提供者のセキュリティに関する認定精度です。JASA-クラウ  
ドセキュリティ推進協議会が策定したクラウド情報セキュリティ監  
査基準による監査、認定を行い、認定を受けた事業者は CS ゴール 
ドマークの使用が許諾されます。 

・将来の観測局増設に備えて、容易に処理能力を向上させることが可能なものであること

が望ましいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS ゴールドマーク 

ポイント 
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2) 監視局の機能 

ユーザーが観測値の閲覧や各種設定操作等を行う画面は、用途やニーズに応じた必要な

機能を備えたものであるとともに、見やすさ、操作しやすさに配慮されたものとすること

が必要です。 

 

 

・監視局は、以下の機能を最低限有していることが必要です。 

① データ受信・収集機能（暗号化等によるセキュリティ確保付） 

② 地図情報表示機能（ため池位置図等） 

③ 水位等観測値のグラフ・時系列表示機能 

④ 水位等観測値の保存機能 

⑤ 危険水位等の設定機能 

⑥ メール通知機能（設定水位到達時、機器異常時等） 

  ⑦ その他、利用者の用途やニーズに応じた必要な機能 

（ため池ハザードマップの表示等） 

・また水位データ等の確認画面は、利用者の見やすさ、管理者の操作しやすさに十分配慮

したものである必要があります。 
 

  

資料︓エクシオグループ株式会社 

ポイント 
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      『システム操作性の改善』 

 ため池監視システムが十分に活用されるためには、誰でも簡単に、データ確認が可能で、操
作が簡単にできることが重要です。 
 操作性の良さを示す指標として、データ確認までに必要なクリック数等に着目することがで
きます。以下に、その例を示します。 

＜データ確認とクリック数の例＞ 
① 対象ため池の現在の水位（０クリック︓システムログインで自動表示） 
② 対象ため池の過去 24 時間の水位（１クリック） 
③ 対象ため池の過去１ヶ月の水位（１クリック） 

＜その他＞ 
  ④ ログイン ID に紐づいたため池が自動的に表示される 
  ⑤ 専門用語が出てこない 
  ⑥ 水位のしきい値と通知先の設定がマニュアル参照することなく容易に可能 

 

資料︓EDGEMATRIX 株式会社 
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（3）観測局の構造及び設置箇所に関する留意点 

観測局の構造は構造の安定性やメンテナンス性を考慮して検討します。また、設置箇所は

現場状況や計測装置の特徴に応じて選定する必要があります。 

 

 

①観測局の構造 

・観測局の設置に必要な支柱や基礎等の設置に際しては、各種基準等を参考に、適切な

設計条件を設定し、構造検討を行います。 

・基礎を有する構造物を土堤に設置する場合は、コア土等の遮水ゾーンへの影響を考慮

し、極力背面に設置する等の配慮が必要となります。 

②設置箇所の検討 

・現場に設置する機器は草刈り、野焼き等、ため池の管理に支障を及ぼさない位置とな

るよう留意します。 

・容易に人が触れる場所には設置しない、設置条件が変わる可能性がある場所（木に固

定する等）には設置しないことも重要です。 

・また、いたずら防止のため、注意看板や防護柵等を設置することも検討が必要です。 

（圧力式水位計を設置する場合） 

・機器自体の観測可能範囲や測定したい範囲（例︓低水位の管理）、かんがい期・非か

んがい期の水位、及び冬期の凍結防止等を考慮してケーブル長を決定します。 

（非接触式水位計を設置する場合） 

・センサ周囲に草等の誤検知につながるものがない位置を選定します。 

（ソーラーパネルを設置する場合） 

・パネルの一部が陰ってしまうと抵抗により発電効率が悪くなるため、パネル全体が長

時間にわたって日照が確保できる設置箇所を選定します。 

（カメラを設置する場合） 

・洪水吐に流木等が引っかかっていないか等の確認のため、洪水吐の様子が分かる位

置、向きに設置することが一般的です。 

 

 

 

ポイント 
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      『注意看板設置によるいたずら防止対策』 

 設置機器やケーブルへのいたずら防止対策として、看板や防護柵の設置等が考えられます。 
 三重県玉城町では、システム整備と併せて、注意喚起を図る看板を設置しています。 
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3-5 維持管理計画の策定 

ため池監視システム導入後の市町や地域の関係者による管理・運用体制を定めた維持管理

計画を策定します。 

 

 

①更新時期の設定 

・機器の耐用年数や国庫補助事業で設定されている財産処分の年数を参考に更新時期を定

め、更新までの維持管理計画を策定します。 

※システムの導入コストの目安は P.5（3）及び「別冊︓事例集」を参照。 

②日常管理の項目と実施体制 

・日常管理については、下表の項目等について、誰が、どのタイミングで実施するのかを

定めておく必要があります。 

・なお、これらの日常管理を業務委託することも考えられます。 

主な日常管理項目の例 

・ソーラーパネルの清掃（汚れ等を除去し、充電効率を上げる） 

・収納ボックス内に調湿材を投入し、適宜交換（除湿し、結露を防ぐ） 

・カメラレンズの清掃（クモの巣等を除去し、夜間の反射を防ぐ） 

・圧力式水位計の清掃（タニシや葉、泥を除去し、動作不良を防ぐ） 

・豪雪期に機器を取り外し（積雪による機器破損を防ぐ） 

③故障や突発事故への対応 

・故障や突発事故が生じた際、スムーズに復旧できるよう、対応者及び費用負担者をあら

かじめ定めておくことが重要です。 

・事前に製品のメーカー保証期間の確認や、メンテナンスサービスの有無を把握しておく

ことも重要です。 

 

 

 

 

 

ポイント 
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       『保守点検による長寿命化』 

 メーカーによっては、保守点検事業を実施している場合があります。 
 明石市では、市内４池に設置した水位計やカメラの定期点検を業務 
委託しており、年１回の動作確認や部品交換、清掃等を行うことで、 
ため池監視システムの長寿命化を図っています。 

 
      『突発事故の事例』 

 県内外自治体担当者へのヒアリングにより把握した、これまでのシステム導入事例で生じた
突発事故の事例を紹介します。 

 ➢ 結露について、乾燥剤を入れて対応していましたが、池が近く、寒暖差の影響により結
露が生じてしまっています。結露が原因で SIM カードに不具合が生じ、データがとんで
しまったことがありました。 

 ➢ 釣り人や獣により、ケーブルが切られたことがありました。 

 ➢ 圧力式水位計にタニシや葉、泥が付着したり、凍結したりし、 
作動しなくなったことがありました。 

 ➢ 豪雪地帯であり、融雪時に機器が池に引きずり落とされることがありました。 
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第 4 章 工事・管理における留意点 
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4-1 ため池監視システムの整備 

第３章の整備計画及び維持管理計画を踏まえ、ため池監視システムを整備します。 

（1）機器仕様書の作成、予算の確保 

「3-4 整備計画」で定めた、ため池監視システムの仕様をもとに、機器仕様書（第５章に

例示）を作成します。これによる整備費（イニシャルコスト）とともに、「3-5 維持管理計

画」を踏まえた維持管理費（ランニングコスト）を合わせた、システム整備に必要となる事

業費を確保します。 

 

・設置費や維持管理費用を把握し、資金調達計画を策定します。防災目的で設置するため

池監視システムについては、市町にて財源を確保することが一般的です。 

・整備費のみでなく、通信料やサーバー管理費、サービス利用料、突発事故への対応費等

の維持管理費を含めて予算を確保する必要があります。 

・ため池監視システムの設置費や維持管理費については、国庫補助事業が創設されていま

す。予算確保にあたり補助事業を活用する場合には、支援対象範囲や採択要件、事業の

申請手続、スケジュール等を所管官庁や県・市町の担当者に確認・相談しておくことが

重要です。 

 

 

 

（２）整備事業者の選定 

（1）機器仕様書を基に、ため池監視システム整備の事業者を選定します。 

 

・補助金等の交付を受けて実施する場合は、当該補助金に関する法令、運用マニュアル等

を確認のうえ、適切な方法により受注者選定を行う必要があります。  

・随意契約により発注する場合でも、仕様を定めた上で複数の事業者から見積徴集を行う

ことやプロポーザル方式によるなど、選定理由を明確にしておくことが重要です。 

 

 

 

ポイント 

ポイント 
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（３）工事の実施 

ため池監視システムの整備を実施します。工事に際して、営農者や周辺住民へ配慮して実

施します。 

 

・カメラを設置する場合は、地元立ち会いのもと、設置箇所とカメラの画角の確認を行う

ことが望ましいです。近隣の住宅が写らないようカメラの向きを調整し、プライバシー

の侵害が生じないよう留意が必要です。 

・施工時期は、営農への影響が最低限となるよう、圧力式水位計の場合は非かんがい期に

実施することが望ましいです。 

・設置後は通信障害の有無の確認や、データが正常に届くかどうかの確認、操作方法の確

認が必要です。 

・水利組合等のため池管理者や地域住民の防災意識を高める上では、システムの閲覧対象

者が一緒に工事に立ち会うことも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ポイント 

 
      『住民参加のもとでの機器設置』 

 三重県玉城町では、地区の住民と一緒に機器設置を行うことで、地元理解の促進とともに防
災意識の向上につなげています。観測データを一般公開する場合は特に、システムが十分に活
用されるための仕組みづくり（住民参画等）が重要です。 

 

資料︓株式会社アイエスイー 
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4-2 利用開始、運用・管理 

ため池監視システムの利用開始後は、維持管理計画を踏まえた日常点検・定期的なメンテ

ナンスに加え、利用開始後も設定水位や情報公開範囲の見直し・改善等、システムを活用し

た防災・減災活動につなげていくための適切な運用・管理を行っていきます。 

 

・メンテナンスは、定期点検を委託する場合と故障の都度対応する場合があります。設定

している更新年や故障の頻度を加味し、設置後 1 年程度様子を見た上で変更することも

考えられます。 

・危険水位等の通知を発出するタイミングは、各ため池によって状況が異なるため、実際

の運用を通じて、適切な水位設定となるように見直しを行うことが重要です。 

・システム設置の効果が十分に発揮されるためには、危険時の避難行動計画等の策定や、

地域住民の防災意識の向上が重要です。具体的には、ため池決壊を想定した行政関係部

署における避難指示等の発出、地域住民へのシステムの周知や自治会での防災（避難）

訓練の一環として活用する等が考えられます。 

・システムの効果的な運用・管理を図るためには、PDCA サイクルを回すことで、継続的

な点検・見直しを行っていくことが重要です。 

 

  

ポイント 

資料︓土地改良施設管理者のための業務 
継続計画（BCP）策定マニュアル 
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（1） ため池監視システムの導入、運用に活用可能な補助事業 
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（2） 防災重点農業用ため池に係る 
防災工事等の推進に関する特別措置法の制定 

「特定農業用ため池」とは、平成 31 年に制定された「農業用ため池の管理及び保全に関

する法律」に基づき、ため池が決壊した場合の浸水区域内に住宅等があり、居住者等の避難

が困難となるおそれのあるため池として指定されたものです（ため池の所有者・管理者が個

人や集落等である場合が対象）。「特定ため池」とは、市町や財産区が所有して個人や集落等

が管理している農業用ため池においても法と同様の措置が講じられるよう、兵庫県の「ため

池の保全等に関する条例」の規定に基づき指定されたものです。 

兵庫県では、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法（令和

2 年 10 月 1 日施行）(令和 13 年 3 月 31 日失効)」（略称︓ため池工事特措法）の規定に基

づき、「特定農業用ため池」及び「特定ため池（人的被害を及ぼすおそれのあるものに限

る）」を「防災重点農業用ため池」として指定し、整備優先度の高いものから順に「兵庫県

防災工事等推進計画」に位置付けて集中的かつ計画的に防災工事（改修、廃止）を推進して

います。この「ため池工事特措法」では、ため池監視システムの導入も推進しています。令

和 4 年度現在、農林水産省はため池監視システムの設置・運用に係る各種の支援事業を創出

しており、これらを活用したため池監視システムの導入が可能となっています。 
出典 ： 「特定（農業用）ため池」と「防災重点農業用ため池」の指定状況 (兵庫県 HP) 
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表 兵庫県の特定（農業用）ため池及び防災重点農業用ため池数〈令和 4 年 10 月時点〉 
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（3） ため池監視システムに利用される無線通信の概要 
 

 

規格・分類 技術概要 運用 

伝

搬

距

離 
 

※1 

最高

伝送

速度 
 

※2 

免
許 

利用実績※4 
数
値
デ

  

取
得 

画
像
監
視
等 

動
画
監
視
等 

４Ｇ/ＬＴＥ 第 4 世代移動通信システムを指し、

2020年時点の国内における携帯電話

の主流通信規格。 
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km 

1G 

bps 
必
要 

〇 〇 〇 
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（4G/LTE） 

2008 年より地域 WiMAX として、主

に条件不利地域の通信環境改善を目的

に導入された2.5GHz帯の無線システ

ムで、現在は 4G/LTE 方式が中心。 

 
 
 
  

自
営 
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km 

220
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ｂｐｓ 

必
要 

〇 〇 〇 

LPWA Bluetooth などの近距離無線では満

たせないカバレッジの無線アクセスの

分類。低速だが、省電力性や広域性を

持つ。センサ等からのデータ取得向き。 
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表 ため池監視システムに利用される主な無線通信の特徴 

農業農村における情報通信環境整備のマニュアル (農林水産省 農村振興局 地域整備課 令和 4 年 3 月） 

表 3-2 を基に、関連する無線通信を抜粋整理。一部改変。 

※1 地形条件や機器設定等により変動する。 

※2 下りの伝送速度を示す。また、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度（実効速度）は、 

端末の仕様や通信事業者のネットワーク設計等に依存する点に留意する必要がある。 

※3 基地局および携帯電話端末等の無線局免許は電波を発射し運用する事業者等が取得する必要があ

り、一般の利用者については不要。 

※４ 聴き取り結果、公開資料等に基づくもの。 

※5 各々の規格により、性能が違う点に留意する必要がある。 

※6 LPWA を採用するため池監視システムは 2022 年時点で画像伝送可能なものもある。 

※5,6 

※3 

※5 ※5 
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主な通信方式 概要 
基地局設置・ 

運用 
通信方向 

ELTRES 

（エルトレス） 

ソニーネットワークコミュニケーションズ

株式会社が提供する通信サービス。 

見通し 100km 以上の伝送が可能。 

通信事業者 一方向 

(上り) 

LTE Cat.M1 

（LTE 

キャットエムワン） 

携帯キャリアの運営するセルラーネット

ワークを用いた LPWA 規格の１つ。 

既存のLTE基地局をベースに全国エリア

をカバーしているため、利用可能なエリ

アが広域で省電力なセルラー通信を実現

可能。 

通信事業者 双方向 

Sigfox 

（シグフォックス） 

フランスの SigFox 社により開発された

方式。日本では京セラコミュニケーション

システム株式会社が通信サービスを提

供。 

国内人口カバー率 95%(2020 年 1 

月時点)。超狭帯域通信で電波干渉に強

い。 

通信事業者 一方向 

(上り) 

LoRaWAN 

（ローラワン） 

400 社超が参加する LoRa Alliance 

により仕様が策定されたグローバルかつ

オープンな通信方式。 

仕様に準拠した製品同士であれば、異な

るメーカーでも相互通信が可能。 

利用者※2 双方向 

ZETA 

（ゼタ） 

ZiFiSense 社が開発した方式。 

基地局と中継器を用いた自営のメッシュ

ネットワークの構築が可能。超狭帯域通

信で電波干渉に強い。 

利用者※2 双方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ため池監視システムに利用される LPWA の主な通信方式※1 

※1 機器によって接続可能な方式が限定される場合がほとんど。 

※２ 通信事業者の通信圏外であってもプライベートネットワークの構築が可能。 

農業農村における情報通信環境整備のマニュアル (農林水産省 農村振興局 地域整備課 令和 4 年 3 月） 

表 3-4 を基に、関連する通信方式を抜粋整理。一部改変。 

出典： 

ELTRES…ソニーＨＰ（https://eltres-iot.jp/） 

LTE Cat.M1…ドコモ HP(https://www.ntt.com/business/lp/iot/lpwa.html) 

Sigfox…京セラコミュニケーションシステムＨＰ（https://www.kccs.co.jp/sigfox/） 

LoRaWAN…ＩＩＪ ＨＰ（https://www.iij.ad.jp/biz/lorawan/?z=0492a） 

ZETA…ZETA Alliance HP（https://zeta-alliance.org/zeta.php） 
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無線通信の種類と特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典 ： 農業農村における情報通信環境整備のマニュアル P.26、27 (農林水産省 農村振興局 地域整備課 令和 4 年 3 月) 
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（3） 兵庫県水防計画 
  
兵庫県水防計画（抜粋） 

第 3 章第 3 節 水防管理団体の水防非常配備 

水防管理者（市町の長）は水防警報が発せられたとき、水位が氾濫注意水位（警戒

水位）に達したとき、その他水防上必要があると認められるときは、水防団及び消防

機関を出動させ、又は出動の準備をさせるものとする。 

1 出動準備 

水防管理者は、次の場合には管内水防団又は消防機関に対して出動準備を命ずるも

のとする。 

(1) 河川の水位又は海岸の潮位が水防団待機水位（通報水位）又は通報潮位に達し、

なお上昇のおそれがあり、且つ出動の必要が予想されるとき。 

(2) 気象状況等により水災による危険が予想されるとき。 

(3) ため池の危険が予想されるとき。 

2 出動 

水防管理者は、次の場合には直ちに管内水防団又は消防機関に予め定められた計画

に従って出動させ、警戒配備につかせるものとする 

(1) 河川の水位もしくは海岸の潮位が氾濫注意水位（警戒水位）又は警戒潮位に達

し、なお上昇のおそれがあるとき。 

(2) 気象状況等により水災による危険が切迫したとき。 

(3) 地震による堤防の漏水、沈下等が予想されるとき。 

(4) 津波の襲来が予想されるとき。 

(5) ため池の危険が切迫しているとき。 

第 7 章第 4 節 避難のための立ち退き 

2 準備及び指示等 

(1) 避難準備 

河川及びため池又は海岸では、氾濫注意水位（警戒水位）又は警戒潮位に達し、洪

水又は高潮等による被害の恐れがある場合、水防管理者又は土木事務所長等および各

農林（水産）振興事務所及び各土地改良事務所は、必要な地域に対し広報車、テレ

ビ、ラジオ等によって避難の準備を指示するものとする。 

(2) 避難のための立ち退きの指示 

洪水、雨水出水、津波又は高潮の氾濫により著しい危険が切迫しているときは、土

木事務所長等又は水防管理者（市町の長）は、水防法第 29 条の規定に基づき、必要

と認める区域の居住者に対し、避難のための立退きを指示することができる。 
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（４） 整備業務委託を行う場合の機器仕様書記載例 
 

 



ため池監視システム導入マニュアル 

55 
 

 

  



ため池監視システム導入マニュアル 

56 
 

 

 

  



ため池監視システム導入マニュアル 

57 
 

 

 

  



ため池監視システム導入マニュアル 

58 
 

  



ため池監視システム導入マニュアル 

59 
 

  



ため池監視システム導入マニュアル 

60 
 

  



ため池監視システム導入マニュアル 

61 
 

  



ため池監視システム導入マニュアル 

62 
 

 


